
様式第2号(第6条関係)
色麻町指令第　　号

氏　名　　　　　　　　　　 IF = "" "殿" "" 
殿

 MERGEFIELD 代表者 　 IF <> "" "殿" "" 

　　年　　月　　日付けで申請のあった農林水産物放射能測定検査費用助成金について、色麻町農林水産物放射能測定検査費用助成金交付要綱第6条の規定により下記の条件を付して金　　　　円を交付する。

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色麻町長　　　　　　
記
１．対象検査の内容を変更する場合においては、色麻町補助金等交付規則の規定により町長の承認をうけること。
２．対象検査を中止し、又は廃止する場合においては、色麻町補助金等交付規則の規定により町長の承認をうけること。
３．対象検査が予定の期間内に完了しない場合又は対象検査の遂行が困難となった場合においては速やかに町長に報告してその指示を受けること。
４．対象検査に係る費用に関し、国又は東京電力株式会社から助成金又は損害賠償金の支払いを受けた際は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

